
【協議事項３】

令和５年度病床機能報告と定量的基準との照合結果に
ついて

医療法第30条の13に基づき，一般病床・療養病床を有する病院・診療所が，

医療機能の「現状」と「今後の方向性」について，病棟単位で，「高度急性期機能」，

「急性期機能」，「回復期機能」及び「慢性期機能」の４区分から１つを選択し，

都道府県に報告する仕組み。

毎年，７月１日現在の状況を10月１日～11月30日の期間に報告する。

医療機能 医療機能の内容

高度急性期 ◯ 急性期の患者に対し，状態の早期安定化に向けて，診療密度が特に高い医療

機能 を提供する機能

急性期機能 ◯ 急性期の患者に対し，状態の早期安定化に向けて，医療を提供する機能

回復期機能 ◯ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提

供する機能

慢性期機能 ◯ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

＜厚生労働省資料から抜粋＞

２ 令和５年度病床機能報告の集計結果(鹿児島保健医療圏)

集計対象医療機関 ：85病院，108有床診療所，集計対象許可病床数：11,156床

（報告のあった医療機関のうち，報告項目に不備のない医療機関が集計対象）

※ 令和６年７月26日県保健医療福祉課提供データであり，今後，定量的基準との

照合等を行い，各医療機能における病床数が変更となる可能性がある。
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(1) 概要

病床機能報告において，医療機関が自院の病床機能を判断する際に参考として活

用する県全体での基準。入院料をベースにした客観的な目安。

「定量的基準」より抜粋

※ 参考資料１(Ｐ８～)「定量的基準」鹿児島県地域医療構想調整会議（R6.9.5改訂）

2



(2) 地域医療構想調整会議における活用

＜「定量的基準」と異なる病床機能報告があった場合の取扱＞

地域医療構想調整会議で協議

医療機関独自の主観ではない， 定量的基準による報告を求める。

協議による客観的な病床機能の

判断となる。

これを繰り返すことで・・

病床機能報告が，（定量的基準若しくは調整会議での議論を経た）客観的結果

となり，基準として機能する。

了解が

得られた場合

了解が

得られない場合
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＜参考＞

出典：R6.7.26 鹿児島県保健医療福祉課資料

(1) ４－１「医療機関が選択した病床機能」に分類することとなった場合

分類の根拠となる定量的な理由 を添えて保健医療福祉課に報告※

※例 重症度，医療・看護必要度が基準値（Ⅰ：56%以上，Ⅱ：40%以上）に近い

Ⅰ：50%となっているほか，高度急性期に関連する医療行為「高エネルギー放

射線治療」を月平均で○○回，「全身麻酔の手術」を●●回，「化学療法」を

△△回行っているなど，高度急性期に分類することが適当と判断。

(2) ４－２「定量的基準照合結果による病床機能」に分類することとなった場合

医療機関側から示された論拠等や調整会議として分類を変えないこととした際の論拠

や参考にした指標・根拠があれば，保健医療福祉課に報告

(3) 上記の確認について一度調整会議において結論を得た場合，事情の変化等がない場

合は，毎年度確認を行う必要はない。

4



４ 令和５年度病床機能報告結果と「定量的基準」との照合結果

(1) 令和５年度病床機能報告において，定量的基準と異なる報告をした医療機関

医療機関の報告内容 医療機関数 医療機関の回答

１ 「入院基本料・特定入院料」 ３医療機関 ２医療機関（２病棟）

による分類が定量的基準と異 (３病棟) 基準照合結果による病床機能を

なる 選択

１医療機関（１病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択（※協議済み）

２ 「重症度，医療・看護必要 ５医療機関 １医療機関（１病棟）

度」要件による分類が定量的 (11病棟) 基準照合結果による病床機能を

基準と異なる 選択

２医療機関（８病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択（※協議済み）

２医療機関（２病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択

３ 「高度急性期及び急性期に関 ４医療機関 ２医療機関（２病棟）

連する医療行為」の提供なし (４病棟) 基準照合結果による病床機能を

選択

２医療機関（２病棟）

医療機関が選択した病床機能を

選択

計

12医療機関 ①協議不要 ５医療機関（５病棟）

（18病棟） ②協議済み ３医療機関（９病棟）

③今回協議 ４医療機関（４病棟）
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一般病棟用
の重症度，
医療・看護
必要度Ⅰ，
Ⅱの別

一般病棟用
の重症度，
医療・看護
必要度の点
数
（年間値）

総合病院
鹿児島生協病院

3階西病棟 42 急性期 高度急性期 急性期一般入院料１ Ⅱ 49.9% 急性期

病棟内の一部病床で重症者の集中管理運
用をしていること，COVID専用病床として
一般患者の受け入れを制限した上でCOVID
入院患者を受け入れたことから重症者の
割合が増加し，結果的に重症度，医療・
看護必要度が高くなったため。

鹿児島大学病院 C6 46 高度急性期 急性期 小児入院管理料２ Ⅱ 30.3% 高度急性期

特定機能病院であり，圏域外からの患者
も多く受け入れるなど,本県内において医
療面での最後の砦となっている実態があ
るため。

※　C3,C7,B3,B4,B5,B6,B8については，
令和5年度までに協議済み

じげんじ久保
クリニック

－ 1 急性期
回復期又は
慢性期

－ 急性期

藤井クリニック － 5 急性期
回復期又は
慢性期

－ 急性期

報告対象期間中に入院患者が１名もいなかったが，今後，入院が必要
な患者がいる場合は，急性期病床として対応したいと考えているた
め。

当該病床は人工透析患者の急変時の利用を想定した病床であり，病床
機能報告対象期間中に入院が必要な患者がいなかったが，入院が必要
な際は急性期医療を提供することになるため.

３　「高度急性期及び急性期に関連する医療行為」の提供なし

医療機関施設名 病棟名

許
可
病
床
数

2023(令和5)
年7月1日時
点の機能

(医療機関が
選択)

定量的基準
に基づく機

能

高度急性期及び急性期
に関連する医療行為実

施の有無
（有の場合「〇」無の

場合「-」

医療機関の報告内容，理由

(２)　当専門部会での協議事項一覧

２「重症度，医療・看護必要度」要件による分類が定量的基準と異なる

医療機関施設名 病棟名

許
可
病
床
数

2023(令和5)
年7月1日時
点の機能

(医療機関が
選択)

定量的基準
に基づく機

能

(1)特定入院料による
取扱い

(2)「重症度，医療・看
護必要度」による分類

医療機関の報告内容，理由

高度急性期の取扱い（資料11ページ 県定量的基準より抜粋し再掲）

(1)特定入院料による取扱い
(2)「重症度，医療・看護必要度」による分類
１の特定入院料に該当しない入院料を届け出ている病棟であっても，以下の要件に該当する場合は，「高度急性期」として

報告。
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                  (2)  協議対象医療機関 



第15回高度急性期及び急性期専門部会（令和６年11月６日） 開催結果

鹿児島生協病院，鹿児島大学病院，じげんじ久保クリニック，藤井クリニック

については，医療機関の報告内容を妥当と考える。

第13回回復期専門部会（令和６年11月６日） 開催結果

じげんじ久保クリニック，藤井クリニックの２医療機関の医療機能の選択について，

委員から以下の意見が出された。検討の結果，事務局から対象医療機関へ再確認を

行い，その回答結果を踏まえて，回復期専門部会としての意見については部会長に

一任する。

① 鹿児島医療圏では，高度急性期，急性期，慢性期機能が過剰な状況で，回復期

機能においては不足している状況である。

② 県定量的基準では，有床診療所の医療機能の選択については，高度急性期及び

急性期に関連する医療行為について，提供がない場合は回復期・慢性期のいずれか

を選択することとなっている。

③ どちらの医療機能を選択された場合でも，診療報酬には影響がないのではないか。

④ 急性期病床として準備するには，人材確保は難しくなるのではないか。

＜事務局による照会＞

上記２医療機関に，回復期専門部会での協議結果について説明を行い，再度回答を

求めた。

＜回答結果＞

じげんじ久保クリニック ･･･ 「当初の報告どおり，急性期を選択する」との回答

藤井クリニック ･･･ 「当初の報告どおり，急性期を選択する」との回答

じげんじ久保クリニック，藤井クリニックについては，医療機関の報告内容を

妥当と考える。

第14回部会長等会議（令和６年11月28日） 開催結果

・高度急性期の要件に該当するが，急性期を選択した鹿児島生協病院３階西病棟

・急性期の要件に該当するが，高度急性期を選択した鹿児島大学病院Ｃ６病棟

・急性期に関連する医療行為の提供がないが，急性期を選択したじげんじ久保

クリニック，藤井クリニック

について，令和５年度病床機能報告で定量的基準と異なる報告をした理由を

「妥当」とする。
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